
平
成

25
年

６
月

内
閣
府
地
方
分
権
改
革
推
進
室

２
．
主

な
改

正
内

容

①
直

ち
に
施

行
で
き
る
も
の

→
公

布
の

日
（

平
成

2
5
年

６
月

1
4
日

）
②
政
省
令
等
の
整
備
が
必
要
な
も
の

→
公

布
の

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
を

経
過

し
た

日
（

平
成

2
5
年

９
月

1
4
日

）
③

地
方

自
治

体
の

条
例

や
体

制
整

備
が

必
要

な
も
の

→
平

成
2
6
年

４
月

１
日

等

３
．
施

行
期

日

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の

関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
第
３
次
一
括
法
）
の
概
要

・
地

方
独

立
行
政
法
人
の

合
併

手
続

の
円

滑
化

等
・
地

方
青

少
年
問
題
協
議
会
の

委
員

資
格

要
件

の
廃

止
・
鳥
獣
保
護
区
に
お
け
る
特

別
保

護
地

区
の

再
指

定
等

に
係

る
環

境
大

臣
の

協
議
の
届
出
化

・
農
用
地
利
用
規
程
の

認
定

に
際

し
公

告
義

務
を
廃

止
・
宅
地
造
成
工
事
規
制
区
域
の

指
定

の
大

臣
へ

の
報

告
義

務
を
廃

止

地
方
か
ら
の
提
案
等
に
係
る
事
項

・
消
防

長
及
び
消
防
署
長
の

資
格

の
条

例
委

任
・
私
立

学
校
審
議
会
等
の
委
員
定
数
の

廃
止

・
児

童
福

祉
審

議
会

、
都

道
府

県
建

築
士

審
査

会
等

の
委

員
定

数
の

上
限
の
廃
止

通
知
・
届
出
・
報
告
、
公
示
・
公
告
等

職
員

等
の

資
格

・
定

数
等

１
．
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
の
経
緯

◇
地

方
公

共
団

体
に
対

す
る
義

務
付

け
・
枠

付
け
等

に
つ
い
て
は

、
地

方
分

権
改

革
推

進
委

員
会

の
勧

告
を
受

け
て
、
対

象
と
な
る
約

４
千

条
項

に
つ
い
て
順

次
見

直
し
を
実

施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が

、
第

３
次

見
直

し
に
係

る
事

項
（
衆

議
院

解
散

に
伴

い
、
旧

第
３
次

一
括

法
案

は
廃

案
）

及
び
地

方
か

ら
の

提
案

を
受

け
た
第

４
次

見
直

し
に
係

る
事

項
に
つ
い
て
、
関

係
法

律
の

整
備

を
行

う
も
の

。
・
第

１
次

見
直

し
－

第
１
次

一
括

法
（
平

成
2
3
年

４
月

成
立

）
・
第

２
次

見
直

し
－

第
２
次

一
括

法
（
平

成
2
3
年

８
月

成
立

）
・
第
３
次
見
直
し
－
旧
第
３
次
一
括
法
案
（
衆
議
院
解
散
に
伴
い
廃
案
）

・
第

４
次

見
直

し
－

「
義

務
付

け
・
枠

付
け
の

第
４
次

見
直

し
に
つ
い
て
」
（
平

成
2
5
年

３
月

閣
議

決
定

）

・
高

度
管

理
医
療
機
器
（
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
等
）
販

売
業

等
の

許
可

等
の

権
限

を
、
保

健
所

設
置

市
及

び
特

別
区

に
移

譲
・
市

街
地

再
開
発
事
業
に
お
け
る
事

業
認

可
権

限
等

を
指

定
都

市
に

移
譲

①
義

務
付

け
・
枠

付
け
の

見
直

し

②
都

道
府

県
か

ら
基

礎
自

治
体

へ
の

権
限

移
譲

（
１
）
第

３
次

見
直

し
関

係
（
２
）
第

４
次

見
直

し
関

係

等

第
３
次

一
括

法
が

成
立

（
平

成
25

年
６
月
７
日
）

74
法
律
を
一
括
改
正

1
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第
３

次
一

括
法

の
改

正
概

要 3
.そ

の
他

平
成

25
年

６
月

内
閣
府
地
方
分
権
改
革
推
進
室

〔
地

方
青

少
年

問
題

協
議

会
法

関
係

〕
○
地
方
青
少
年
問
題
協
議
会
の
委
員

資
格

等
→

廃
止

へ

〔
地

方
独

立
行

政
法

人
法

関
係

〕
○
地
方
独
立
行
政
法
人
の
合
併
手
続

き
の

円
滑
化
等

(
1
)
内
閣
府
関
係

(
2
)
総
務
省
関
係

(
3
)
厚
生
労
働
省
関
係

(
4
)
農
林
水
産
省
関
係

(
5
)
国
土
交
通
省
関
係

〔
鳥

獣
保

護
法

関
係

〕
○

特
別

保
護

地
区

の
再

指
定

等
に
係

る
大

臣
協
議

→
届

出
へ

(
6
)
環
境
省
関
係

〔
交

通
安

全
対

策
基

本
法

関
係

〕
○

都
道

府
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
委

員
：
知
事
が
必
要
と
認
め
る
者

の
任
命

〔
民

生
委

員
法

関
係

〕

○
民
生
委
員
の
推
薦
に
係

る
地

方
社
会

福
祉
審
議
会
へ
の
意
見
聴
取
義
務

→
努

力
義

務
化
へ

〔
介

護
保

険
法

関
係

〕
○

指
定

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び
指

定
介

護
予

防
支

援
事

業
者

が
有

す
る
従

業
員
数
に
関
す
る
基
準
等

→
条

例
委

任
へ

○
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
包
括
的
支

援
事

業
を
実
施
す
る
た
め
に
必

要
な
も

の
に
関
す
る
基
準

→
条

例
委

任
へ

〔
農

業
委

員
会

法
関

係
〕

○
農

業
委

員
会

の
選

挙
区

：
設

定
基

準
を

緩
和

〔
港

湾
法

関
係

〕

○
港
湾
管
理
者
と
し
て
の
地

方
公
共

団
体

が
委

員
会
を
設
置
し
た
場
合

の
大
臣
へ

の
届
出
義
務

→
廃

止
へ

○
国
際
戦
略
港
湾
等
の
港
湾
管
理
者

の
業
務
に
関
す
る
収
支
報
告

書
の
大
臣

へ
の
提
出
義
務

→
廃

止
へ

○
港
湾
管
理
者
が
協
議
会
の
規
約
を
定
め

た
場

合
の
大
臣
の
届
出
義
務

→
廃

止
へ

〔
地

方
公

務
員

法
関

係
〕

○
高

齢
者

部
分

休
業

・
修

学
部

分
休

業
の

期
間
の
上
限

→
廃

止
へ

〔
地

方
独

立
行

政
法

人
法

関
係

〕

○
非

公
務

員
型

に
移

行
す

る
定

款
変

更
を

可
能

に

(
1
)
内
閣
府
関
係

(
5
)
国
土
交
通
省
関
係

(
4
)
農
林
水
産
省
関
係

(
3
)
厚
生
労
働
省
関
係

(
2
)
総
務
省
関
係

〔
国

土
利

用
計

画
法

関
係

〕

○
国
土
利
用
に
関
す
る
都
道

府
県
・
市
町

村
計
画
策
定
時
の
議
会
議
決

→
廃

止
へ

〔
都

市
再

開
発

法
関

係
〕

○
市

街
地

再
開

発
事

業
に
お

け
る
事

業
認

可
権
限
等
の
移
譲

（
都

道
府

県
→

指
定

都
市

）

〔
薬

事
法

関
係

〕
○
高
度
管
理
医
療
機
器
（
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ

等
）
販
売
業
等
の
許
可
等
の
権
限

の
移
譲

（
都

道
府

県
→

保
健

所
設

置
市

・
特

別
区

）

第
３
次
見
直
し
に
係
る
事
項

1
.通

知
・

届
出

・
報

告
、

公
示

・
公

告
等

(
1
)
通
知
・
届
出
・
報
告
の
見
直
し

2
.職

員
等

の
資

格
・

定
数

等

〔
森

林
法

関
係

〕
○
地
域
森
林
計
画
の
森
林
の
整
備
及

び
保

全
に
必
要
な
事
項
に
係

る
大
臣
協

議
→

届
出

へ
〔
農

業
協

同
組

合
法

関
係

〕
○
農
業
協
同
組
合
の
設
立
認
可

の
際

の
関

係
市
町
村
等
へ
の
協
議

→
廃

止
へ

〔
農

業
振

興
地

域
整

備
法

関
係

〕
○
開
発
行
為
の
許
可
申
請
書
を
知

事
に
送
付

す
る
際
の
市
町
村
長

の
意
見

の
添
付

を
意

見
が
あ
る
と
き
に
限
定

第
4
次

見
直

し
に
係
る
事
項

〔
消

防
法

関
係

〕
〔
行

政
書

士
法

関
係

〕
〔
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
関
係
〕

〔
食

鳥
処

理
法

関
係

〕
〔
火

薬
類

取
締

法
関

係
〕

〔
高

圧
ガ
ス
法

関
係

〕
〔
液

化
石

油
ガ
ス
法

関
係

〕
○
指
定
試
験
機
関
等
に
委
任
を
し
た
場
合

の
大
臣
へ
の
報
告
義
務

→
廃

止
へ

〔
地

方
自

治
法

関
係

〕
○
相
互
救
済
事
業
の
経
営
事
業
の
公
表
義

務
→

廃
止

へ
〔
地

方
公

共
団

体
の

特
定
の

事
務
の

郵
便
局

取
扱
法
関
係
〕

○
郵
便
局
を
指
定
し
た
場
合
の
告
示
義
務

→
廃

止
し
、
周
知
の
努
力
義
務
化
へ

〔
地

方
教

育
行

政
法

関
係
〕

○
教
育
行
政
に
関
す
る
相
談
事
務
を
行
う

職
員
の
公
表
義
務

→
廃

止
へ

〔
高

齢
者

医
療

確
保

法
関
係

〕
○
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
の
評

価
の
公
表
義
務

→
努

力
義
務
化
へ

〔
農

業
経

営
基

盤
強

化
促
進

法
関
係

〕
○
農
用
地
利
用
規
程
の
認
定
に
お
け
る

公
告
義
務

→
努

力
義
務
化

へ
〔
建

設
業

法
関

係
〕

○
建
設
業
者
監
督
処
分
簿
の
閲
覧

→
 方

法
の
規
定
の
廃
止
へ

〔
国

土
調

査
法

関
係

〕
○
国
土
調
査
の
指
定
を
し
た
場
合
等
の
公

示
義
務

→
努

力
義
務
化
へ

〔
自

然
公

園
法

〕
○
公
園
管
理
団
体
の
指
定
を
し
た
場
合
の

公
示
義
務

→
方

法
の
規
定
の
廃
止
へ

〔
浄

化
槽

法
〕

○
水
質
検
査
業
務
を
行
う
者
を
指
定
を
し
た

場
合
の
公
示
義
務

→
方

法
の
規
定
の
廃
止
へ

〔
地

方
自

治
法

関
係

〕
○
広
域
連
合
の
設
置
勧
告
を
し
た
場
合
の
大

臣
へ
の
報
告
義
務

→
廃

止
へ

〔
消

防
組

織
法

関
係

〕
○
広
域
化
対
象
市
町
村

の
措

置
の
知

事
へ
の

報
告
義
務

→
廃

止
へ

〔
辺

地
法

関
係

〕
○

県
計

画
を
定

め
た
場

合
の
大
臣

へ
の
報

告
義
務

→
廃

止
へ

〔
建

築
物

衛
生

法
関

係
〕

○
知
事
等
が
届
出
を
受
理
し
た
際
の
都
道
府

県
労
働
局
長
へ
の
通

知
義

務
→

廃
止

へ
〔
家

畜
取

引
法

関
係

〕
○
市
場
再
編
整
備
地
域

の
指

定
を
し
た
場

合
の
大
臣
へ
の
報
告
義
務

→
努

力
義
務
化
へ

〔
野

菜
生

産
出

荷
安

定
法
関

係
〕

○
生
産
出
荷
近
代
化
計
画
の
樹
立
に
係
る
大

臣
へ
の
報
告
義
務

→
努

力
義

務
化

へ
〔
国

土
調

査
法

関
係

〕
○
標
識
等
に
つ
い
て
異
状
を
発
見
し
た
場
合

の
設
置
者
へ
の
通
知
義
務

→
努

力
義
務
化

へ
〔
宅

地
造

成
等

規
制

法
関
係

〕
○
宅
地
造
成
工
事
規
制
区
域
の
指
定
の
大
臣

へ
の
報
告
義
務

→
廃

止
へ

〔
ダ
ン
プ
カ
ー
規
制
法
関
係
〕

○
ダ
ン
プ
カ
ー
事
業
を
行
う
団
体
に
係
る
届
出

の
内
容
の
大
臣
へ
の
通
知
義
務

→
廃

止
へ

〔
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
関
係
〕

○
建
築
物
特
定
事
業
計

画
の
知

事
へ

の
送
付

義
務

→
廃

止
へ

〔
道

路
交

通
法

関
係

〕
〔
食

品
衛

生
法

関
係

〕
〔
血

液
製

剤
安

定
供

給
確
保

法
関
係

〕
〔
鳥

獣
保

護
法

関
係

〕
○
国
が
指
針
等
を
定
め
た
際
の
都
道
府
県

等
へ
の
送
付
を
法
制
化

〔
中

心
市

街
地

活
性

化
法
関

係
〕

〔
医

師
法

・
歯

科
医

師
法

関
係
〕

〔
保

健
師

助
産

師
看

護
師
法

関
係
〕

〔
あ
へ
ん
法
関
係
〕

〔
薬

剤
師

法
関

係
〕

〔
卸

売
市

場
法

関
係

〕
〔
伝

統
的

工
芸

品
産

業
振
興

法
関
係

〕
〔
建

築
基

準
法

関
係

〕
〔
地

方
住

宅
供

給
公

社
法
関

係
〕

〔
飛

行
場

騒
音

障
害

防
止
法

関
係
〕

〔
地

方
道

路
公

社
法

関
係
〕

〔
国

土
利

用
計

画
法

関
係
〕

〔
地

域
公

共
交

通
活

性
化
法

関
係
〕

○
計
画
等
を
大
臣
に
送
付
す
る
際
の
意
見

の
添
付
を
意
見
が
あ
る
と
き
に
限
定

〔
幹

線
道

路
沿

道
整

備
法
関

係
〕

〔
密

集
市

街
地

法
関

係
〕

○
計

画
を
定

め
た
旨
の
公
告
を
し
よ
う
と
す

る
場

合
の
知

事
へ

の
通

知
義
務

→
廃

止
へ

(
2
)
公
示
・
公
告
等
の
見
直
し

〔
刑

事
収

容
施

設
法

関
係
〕

○
留
置
施
設
視
察
委
員

会
の
委

員
の

定
数

・
任

期
→

条
例

委
任

へ
〔
消

防
組

織
法

関
係

〕

○
消
防
長
及
び
消
防
署

長
の
資

格
→

条
例

委
任
へ

〔
地

方
税

法
関

係
〕

○
道
府
県
固
定
資
産
評

価
審
議

会
の

委
員
の
定
数

→
上

限
の

廃
止

へ
〔
社

会
教

育
法

関
係

〕

○
社
会
教
育
委
員
の
資
格

→
条

例
委
任
へ

〔
私

立
学

校
法

関
係

〕

○
私
立
学
校
審
議
会
の
委
員
の
定
数

→
廃

止
へ

〔
教

科
書

無
償

措
置

法
関
係

〕

○
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
の
委
員

の
定
数

→
上

限
の

廃
止
へ

〔
労

働
関

係
調

整
法

関
係
〕

○
仲

裁
委

員
会

の
委

員
の
定

数
→

３
人

以
上

の
奇

数
へ

〔
児

童
福

祉
法

関
係

〕

○
児
童
福
祉
審
議
会
の
委
員
の
定
数

→
上

限
の

廃
止
へ

〔
民

生
委

員
法

関
係

〕

○
民
生
委
員
の
定
数

→
条

例
委
任
へ

〇
民
生
委
員
推
薦
会
の
委
員
の
資
格

・
資
格
ご
と
の
定
数

→
廃

止
へ

〔
社

会
福

祉
法

関
係

〕

○
地

方
社

会
福

祉
審

議
会

の
委
員
の

定
数

→
上

限
の
廃
止

へ
〔
麻

薬
取

締
法

関
係

〕

○
麻
薬
中
毒
審
査
会
の
委
員
の
定
数

→
廃

止
へ

〔
建

築
士

法
関

係
〕

○
都
道
府
県
建
築
士
審
査
会
の

委
員
の
定
数

→
上

限
の
廃
止
へ

〔
都

市
計

画
法

関
係

〕

○
開
発
審
査
会
の
委
員
の
定
数

→
５
人

以
上
へ

〔
新

都
市

基
盤

整
備

法
関
係

〕

○
評
価
員
の
委
員
の
定
数

→
廃

止
へ

〔
国

土
利

用
計

画
法

関
係
〕

○
土
地
利
用
審
査
会
の
委
員
の

定
数

→
５
人

以
上

へ
〔
密

集
市

街
地

法
関

係
〕

○
防
災
街
区
整
備
審
査
会
の
委

員
の
定
数

→
５
人

以
上
へ

〔
公

害
健

康
被

害
補

償
法
関

係
〕

○
公
害
健
康
被
害
認
定
審
査
会

の
委
員
の
定
数

→
上

限
の
廃
止
へ

〔
介

護
保

険
法

関
係

〕

○
審
査
請
求
を
取
り
扱
う
合
議
体
の

委
員
の
定
数

→
条

例
委
任

へ
〔
漁

業
法

関
係

〕

○
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員

の
定
数
の
う
ち
学
識
経
験
者
と
公

益
代
表
者
の
内
訳

→
廃

止
へ

〔
森

林
法

関
係

〕

○
都
道
府
県
森
林
審
議
会
の
委
員

の
定
数

→
上

限
の
廃
止
へ

〔
建

設
業

法
関

係
〕

○
都
道
府
県
建
設
工
事
紛
争
審
査

会
の
委
員
の
定
数

→
上

限
の
廃
止
へ

〔
水

防
法

関
係

〕

○
都
道
府
県
水
防
協
議
会
・
指
定
管

理
団
体
の
水
防
協
議
会
の
会
長
・

委
員
の
定
数

→
 上

限
の
廃
止
へ

〔
建

築
基

準
法

関
係

〕

○
建
築
審
査
会
の
委
員
の
定
数

→
５
人

以
上
へ

〔
土

地
収

用
法

関
係

〕
〔
都

市
計

画
法

関
係

〕
〔
大

深
度

地
下

法
関

係
〕

○
書

類
等

の
写

し
の
大
臣
へ
の
送
付
義
務

→
廃

止
へ
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